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神奈川県保健医療計画 進捗状況評価調書 

 

 

 

 

とりまとめ担当課：保健福祉局保健医療部医療課 

 

１ 課題に対する平成 26年度の取組実績 

 

 

（１）医療情報の共有 

 

→神奈川マイカルテ実証実験の実施 

＜概要＞ 

 ・慶應義塾大学が設置したライフクラウド研究コンソーシアムと県で平成 25 年５月から

平成 26年９月まで実証実験を実施。 

 ・災害時や夜間救急の際などに有用性の高いお薬手帳の電子化から始める。 

 ・薬局で出されるお薬手帳用紙にある QRコードをスマホの専用アプリで読み込むことに

よって、サーバにお薬情報が送信、蓄積される。 

＜参加者数＞ 

 ・参加者数：722名（H26.9月末時点）  

 ・対応薬局：50薬局 

 （藤沢湘南台病院、県立足柄上病院、県立循環器呼吸器病センター周辺の薬局） 

→マイカルテ検討委員会を２回、作業部会を２回開催し、民間事業者を運営主体とした事業

実施について検討した。 

→民間事業者を運営主体とする「かながわマイカルテ（電子版お薬手帳）」事業の実施 

＜概要＞ 

・民間事業者による公費を必要としない持続可能なシステムの運営を可能とするため、平

成 26年 10月から県の定める認証要件を満たす 1事業者（株式会社グッドサイクルシステ

ム）による「かながわマイカルテ（電子版お薬手帳アプリ）」のサービス提供の開始。 

・薬局で出されるお薬手帳用紙にある QRコードをスマホの専用アプリで読み込むことに

よって、サーバにお薬情報が送信、蓄積される。 

＜参加者数＞ 

 ・参加者数（アプリダウンロード数）：1,622名(H27.3.23時点) 

（２）医療情報の適正な管理 

 

→個人情報保護・利用部会を１回開催し、パーソナルデータの利用に関する国の動向につい

て検討した。 

→マイカルテ検討委員会を２回、作業部会を２回開催し、民間事業者を運営主体とした事業

実施について検討した。（再掲） 

５事業５疾病用 

＜項目＞ 

第４章 医療の情報化の推進 

第２節 ICT（情報通信技術）を活用した医療情報の共有 
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２ 参考指標の推移 

 

３ 課題ごとの進捗状況の評価 

（１）医療情報の共有 

 

（２）医療情報の適正な管理 

取組 

区分 

指標 

区分 
指標名 単位 

神奈川県 
出典等 

H24年度 H25年度 H26年度 

(1) 県 
神奈川マイカルテ実証実験の参

加者数 
人 － 493 722 

県調査（H25.5～

H26.9） 

(1) 県 
かながわマイカルテ（電子版お

薬手帳アプリ）の参加者数 
人 － － 1,622 

認証事業者調査

(H26.10～H27.3) 

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

・神奈川マイカルテ実証実験の参加者拡大に向けた取り組みを実施した結果、

本実験終了時の平成 26 年９月末時点で 700 名以上の利用者を確保することが

できた。 

・1 民間事業者を県の認証事業者とし、「かながわマイカルテ（電子版お薬手

帳アプリ）」の運用を開始した。本事業は平成 27 年３月末時点で 1,622 名の

名の利用者が参加しており今後も参加数は増加すると見込まれる。 

評価理由 

・ライフクラウド研究コンソーシアムによる実証実験により、参加者数が目標

数に達しなかったものの 700 名以上にのぼり、対象地域の薬局において電子版

お薬手帳が利用できる環境整備が進み、医療情報の共有の取り組みが促進され

た。 

・また本事業の目的である、県以外の主体による公費を必要としない持続可能

なシステム運営を実現するため、民間事業者による運営も平成 26年 10月より

開始し、実績も出はじめている。 

今後の取組み

の方向性 

・お薬手帳電子化の結果を踏まえ、マイ ME-BYO カルテプロジェクト（仮称）

へ事業を引き継いでいく。 

・「かながわマイカルテ（電子版お薬手帳アプリ）」については引き続き民間

事業者による運営を継続する。 

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

・マイカルテの適正な情報管理、セキュリティ対策等に対する検討について

は、個人情報保護・利用部会で検討を進めた。 

・民間事業者によるサービス提供にあたり、個人情報の保護について認証要件

を定め、これを満たす事業者を認証した。 

評価理由 
・マイカルテの適正な情報管理、セキュリティ対策等に対する検討を着実に進

めており、課題解決に向けて比較的順調に進捗している。 
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４ 総合評価 

評価 評価理由 

Ｂ 
 ICT（情報通信技術）を活用した医療情報の共有に向けた課題については、い

ずれについても、課題解決に向けて比較的順調に進捗している。 

 

５ 特記事項 

・個人情報の取り扱いや、特定事業者による情報囲い込みにつながらない様ア

プリに機能を備えること等、利用者が安心して利用できるための要件を定め、

認証要件を満たす事業者を認証した。 

今後の取組み

の方向性 

・マイ ME-BYO カルテ（仮称）においても、引き続き個人情報の保護及び利用

のバランスに配慮した事業運営を行っていく。 

 


